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平成３１年度 

和歌山市立幼稚園教員採用選考検査実施要項 
                           和歌山市教育委員会 

 

平成３１年度和歌山市立幼稚園教員採用選考検査を次のとおり実施します。 

 

１ 採用予定人員      

 ３名 

 

２ 受検資格 

次の各号に掲げる要件に該当する者に限ります。 

（１）学校教育法第９条及び地方公務員法第１６条の欠格条項に該当しない者 

（２）教育職員免許法に規定する幼稚園教諭免許状及び児童福祉法による保育士資格を所有する者   

（平成３１年３月３１日までに取得見込みの者を含む） 

（３）昭和５８年４月２日以降に生まれた者 

   ※日本国籍を有しない人が合格した場合、期限を付さない講師採用となります。 

 

３ 検査実施期日及び会場 

検査名 期      日 検 査  会  場 

第１次 

検  査 

平成３０年７月２２日(日) 

午前９時～午後５時 

和歌山市役所１４階 大会議室 

（和歌山市七番町２３番地） 

第２次 

検  査 

平成３０年８月２６日(日) 

午前８時～午後５時 

和歌山市立岡山幼稚園 

（和歌山市吹上１丁目４－１） 

 

４ 検査の日程・合格発表 

（１）第１次検査   平成３０年７月２２日(日) 

 時   間 検 査 等 合 格 発 表 

  8:40 ～ 8:55 

  9:00 ～ 9:20 

  9:30  ～ 11:30 

11:30 ～ 12:20 

12:30 ～ 14:00 

14:10 ～ 17:00 

受     付 

諸  連  絡 

筆 答 検 査（一般教養） 

休     憩  

筆 答 検 査（専門科目） 

面 接 検 査 

平成３０年８月８日(水) 

午前１０時 

 市役所正面入口に掲示 

 及び本人通知（郵送） 

 

（２）第２次検査   平成３０年８月２６日(日) 

 時   間 検 査 等 合 格 発 表 

  8:00 ～ 17:00 面接検査、実技検査 平成３０年９月１９日(水) 

※ 詳細については、第１次検査合格者に別途通知します。 
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５ 検査の内容等 

（１）第１次検査 

筆 答 検 査（一般教養、専門科目）、面 接 検 査（集団面接）   

（２）第２次検査 

面 接 検 査（個人面接、グループ討議） 

実 技 検 査（描画、リズム運動、弾き歌い〈ピアノ伴奏〉、絵本読み聞かせ） 

 

６ 健康診断 

第２次検査の合格者は、別に通知する日までに、所定の健康診断書を教職員課に提出してください。 

 

７ 出願手続 

（１）提出書類 

ア 平成３１年度和歌山市立幼稚園教員採用選考検査願書 

（写真を貼り付けてください。） 

イ ①幼稚園教諭免許状の写し １通 

  ②保育士証又は保育士となる資格を証明する書類（指定保育士養成施設卒業証明書等）の写し 1通 

（免許状及び資格取得見込みの者は、取得後速やかに提出してください。また、結婚等により、

現在の姓が異なる者は、そのことを証明する書類を添付してください。） 

ウ 受検票 

エ 返信用封筒（検査結果通知書送付用） 

（所定の封筒にあて先・郵便番号を記入し、３９２円分の切手を貼り付けてください。） 

オ 平成３１年度和歌山市立幼稚園教員採用選考検査結果通知書 

（第１次・第２次検査結果通知書には、受検者氏名及び生年月日を本人が記入してください。） 

（２）出願期間等 

期  間 平成３０年６月１１日（月）～平成３０年６月１５日（金） 

時  間 午前８時３０分～午後５時１５分 

（３）出願先 

持参の場合  和歌山市七番丁２３番地 市役所１１階 

和歌山市教育委員会教職員課 

郵送の場合  〒６４０－８５１１ 和歌山市七番丁２３番地  

和歌山市教育委員会教職員課 

幼稚園教員採用選考検査事務局 

郵送の場合は次の点に注意してください。 

※ 最終日（６月１５日）の消印のあるものまで有効とします。 

※ 必ず簡易書留とし、封筒の表に「採用選考検査願書在中」と朱書してください。 

※ 受検票送付のため、あて先を明記した返信用封筒（長形３号封筒〈12cm×23.5cm〉に 

８２円切手を貼り付けたもの）を同封してください。 

（４）願書等の交付 

ア 平成３０年６月４日(月)から和歌山市教育委員会教職員課で交付します。（土・日を除く） 

イ 郵送で願書を請求する場合は、あて先を明記した返信用封筒（角形２号封筒〈24㎝×33.2㎝〉

に２５０円切手を貼り付けたもの）を同封してください。 
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（５）その他注意事項 

ア 提出書類が不備な場合には、受検票が交付されませんので注意してください。 

イ この検査に関する提出書類は一切返却しません。 

 

８ 検査結果の開示 

この検査結果については、開示を請求することができます。受検者本人が受検票を持ち、開示請求に

きてください。なお、電話、郵便等による請求では開示できません。 

 

開示請求できる者 開 示 内 容 開 示 期 間 開 示 場 所 

第１次検査の不合格者 

（本人に限る） 
順位及び総合得点 合格発表日の翌日から１か月間 

（土曜日・日曜日及び休日を除く） 

午前８時３０分～午後５時１５分 

和歌山市 

教育委員会 

教職員課 
第２次検査の受検者 

（本人に限る） 
順位及び総合得点 

 

９ 繰上げ合格制度 

  正式合格者が採用を辞退した場合などに備え、繰上げ合格候補者をあらかじめ決定しておき、辞退等

があった場合に、その中から成績順に採用する制度を実施します。 

（１）正式合格者数は採用予定人員と同数とし、正式合格者の次位以下の方の中から成績順に、繰上げ合

格者候補者として採用候補者名簿に登載します。 

（２）繰上げ合格者候補者数は、３名程度の予定です。 

（３）次の場合に限り、繰上げ合格候補者の中から成績順に採用されます。 

  ア 正式合格者が採用を辞退した場合 

  イ 正式合格者が受検資格を満たさないことが明らかとなった等により採用できない場合 

（４）平成３１年４月１日に採用予定人員どおりに採用された場合は、繰上げ合格候補者として採用候補

者名簿に登載された方が残っていても、同日をもって、その方は、採用候補者名簿から抹消され、採

用されることはありません。 

（５）繰上げ合格候補者が採用された場合は、採用された繰上げ合格候補者本人に郵送で通知します。 

 

10 合格から採用まで 

（１）最終合格者は、採用候補者名簿に登載されます。この採用候補者名簿は、名簿の確定の日から原則

として平成３２年３月末日まで有効です。 

（２）任命権者は、この名簿の中から採用者を決定します。 

採用候補者名簿に登載されていても、卒業見込みの者で平成３１年３月末日までに卒業できない場合

又は免許及び資格取得見込みの者で免許及び資格を取得できなかった場合は、採用される資格を失い

ます。 

（３）繰上げ合格候補者の受検番号は、最終合格発表掲示には掲載しませんが、繰上げ合格候補者となっ

た方には、その旨及び採用候補者名簿登載順位を文書で通知します。 

 

11 給与 

和歌山市立幼稚園教員初任給 
短期大学卒業 １７１，５００円 

４年制大学卒業 １９９，６００円 

（給与についての記述は、平成３０年４月１日現在の条例等に基づく内容ですので、採用時には、これらと異なる場合があります。） 

給与は、和歌山市職員給与条例に基づき、給料のほか、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等

が支給されます。また、民間企業での職歴等がある場合には、職歴その他に応じて、初任給に一定の額

が加算される制度があります。 
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12 その他 

（１）受検の際には、必ず受検票を持参してください。 

（２）筆記用具（ＨＢ又はＢの鉛筆）を、必ず持参してください。 

（３）検査当日は、昼食を持参してください。 

（４）出願後、身上等について連絡の必要が生じた場合には、速やかに教職員課へ連絡してください。 

 

13 検査についての問い合わせ先 

和歌山市教育委員会教職員課 （和歌山市七番丁２３番地 市役所１１階） 

ＴＥＬ ０７３（４３５）１１９６ 

  

（参考） 

 

  

地方公務員法第１６条〈欠格条項〉 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若

しくは選考を受けることができない。 

１ 成年被後見人又は被保佐人 

２ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

３ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

４ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し

刑に処せられた者 

５ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

学校教育法第１条  

この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別

支援学校、大学及び高等専門学校とする。 

学校教育法第９条 

次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 

１ 成年被後見人又は被保佐人 

２ 禁錮以上の刑に処せられた者 

３ 教育職員免許法第１０条第１項第２号又は第３号に該当することにより免許状がその効力を失

い、当該失効の日から３年を経過しない者 

４ 教育職員免許法第１１条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け、３年を

経過しない者 

５ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

〈第１次検査会場 市役所周辺図〉 〈第２次検査会場 岡山幼稚園〉 


